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議事要旨 
 

件 名 令和７年度第２回品川区公契約審議会 

日 時 令和７年１０月２９日（水）９時３０分
〜１１時３５分 場 所 品川区役所第二庁舎５階 

２５１会議室 

出席委員 
藤井会長（学識経験者）・飯野委員（学識経験者）・加藤委員（学識経験者）・ 
渡辺委員（事業者団体）・毛塚委員（事業者団体）・馬越委員（労働者団体）・ 
小島委員（労働者団体） 

傍 聴 人 １０名 

内 容 
 

審議会【議事】 
１．第１回公契約審議会の要旨と審議スケジュールの確認について 
  ⇒事務局より説明 
２．労働報酬下限額の算出基準の概要について 
  ⇒事務局より説明 
３．令和８年度における労働報酬下限額について 
 ・工事、製造の請負契約に係る労働報酬下限額（案） 
 ・業務委託、指定管理協定に係る労働報酬下限額（案） 
  ⇒事務局より説明、意見交換 
４．その他質疑 

主な意見
等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○労働報酬下限額について、他区とのバランスも必要となってくるが、人件費は
インパクトが大きく 1,500 円を超えて 200 円上がっていくと、年間 40 万 50 万の
金額の負担が企業にかかってくることを懸念している。労働者としては、単価が
上がることは非常に喜ばしいことではあるが、そのインパクトを企業だけが負っ
ていくと疲弊していくし、他区では不調になっている。企業はやはり利益を出さ
ないと負担を吸収できないし、企業だけが吸収することがないよう両軸で考えて
いただきたい。 
 
○工事の労働報酬下限額について、公共工事設計労務単価の 90％とあるが、前回
も話があったとおりこの金額では人が集まらない。他区でもこういう形だが、上
乗せで実態を踏まえて考えなければならない。 
 
○工事の労働報酬下限額について、手元見習いは軽作業員の 70％とあるが、手元
見習いの線引きがない中で 70％と決めるのは無理があるでは。 
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主な意見
等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○色々なことを考えて設計を出していただくとともに、指定管理料など積算方法
の見直しも含めて考えていただきたい。 
 
○建設業現場従事者は半数以上が 50 歳以上で、29 歳未満は 10％しかいない。こ
の現実の中で、公契約条例で賃金を守っていくことは本当に大事なことで、工事
する人がいないという状況がすぐそこまで迫ってきている。鈴ケ森小学校の工事
も不調になっているが、賃金が一つキーワードになると思っていて、適正価格で
の発注が必要なのではと思っている。 
 
○区の仕事に関わっている中で、労務単価が安いからということではなく、設計
の材料が１年近く前の単価になっていて、それを施工会社が中々吸収できないと
いう。材料の値上がりのほうが非常に問題が出てくる。例えば、キュービクルは
１年以上入荷されない。熱中症対策などで要望が増えていて、材料の取り合いが
起きている。設計の時に材料を上げていただくなど、そういうことをしないと不
調対策にはならないと思っている。 
 
○23 区清掃事業でも人が集まらない状況がある。労務単価も決まっているため、
それ以上を出すことができない。車の架装をはじめかかる経費もかなり上がって
いて、企業努力をする中でも、給料やダブルワークが認められないなどのところ
で、ちょうど欲しい 20 代 30 代の家庭を持つ方に長く勤めてもらえない。 
 
○労働報酬下限額について、1,400 円代後半から 1,500 円くらい出さないと良い
人材が取れないのではと懸念している。給食であればファミリーレストランの方
が高く、そもそも給食を作る際は技術が必要で、例えば管理栄養士が必要であっ
たりなど、この金額では来ていただけない。しっかりした金額を払おうとすると
指定管理料と見合わないことがあり、広島であったような食材費の高騰によって
破綻し事業をやめて給食に困ったという実例もあり、1,500 円くらいが目安で検
討していただきたい。 
 
○品川区は結構早い段階で審議会が３回終わるが、他区の状況を知ることもなく、
また、他区の目安の基準になる可能性を考えると、気が付いたら品川区が一番低
かったというような状況もあるかもしれない。 
 
○工事では設計労務単価という形で職種別になっているが、サービス業でも給食
だと管理栄養士がいたり、介護では資格の有無があったりで、技能によってしっ
かり給料が支払われるべきでは。公務員の給料表の事務系や技能系というもので
は、そういうところが全く考えられていないのでは。千代田区では仕事内容によ
って金額が分かれていて、金額によって人が集まる集まらないがあるので、最初
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主な意見
等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

で色々と難しい面があると思うが、職種や業種単位によって分けていく必要があ
ると考えている。 
 
○他区をベンチマークするより先に決定していくということであれば、東京都を
引っ張っていけるような基準を、品川区独自の考えをもって設計していただくこ
とも必要だと思っている。今回の金額をどこに設定するのか、区では（給料表）
1-19 や 1-15 ということもあるが、慣例に流されずに設定してほしい。 
 
○特に他区に先行して設定するとなると、計算式をどうとるかが一番であると思
う。労働報酬下限額を２つ３つ作るわけにはいかないとなると、対象が一番多い
技能Ⅲで検討すべきでは。 
 
○世の中の賃上げの状況は年々変わってきて、今年度は初任給を乗せたが年を取
った方はどうするんだと、賃金カーブが減らないよう今度はこっちに配分しよう
と流れが変わる。ある程度の基準は必要と思うが、年々どういった状況か見てい
かなければいけない。 
 
○初任給の伸び率より官民較差の伸び率を見たほうがいいと思う。 
 
○金額だけ見れば 1,499 円がいいとは思うが、初任給の伸び率は水物で算出基準
としてはどうかと思う。 
 
○工事の労働報酬下限額について、軽作業員 70％にしても建設現場に軽易な作業
はないと思っている。最初に設定した自治体の 70％にならっていて、ここを上げ
ていこうと今後は議論になっていくと思うが、初年度の品川区で 80％90％という
額を提示していくことは難しいため、他区の状況を見ながら引き上げていただく
とありがたい。 
 
○公共工事設計労務単価で普通作業員が 2 万 6,800 円となっているが、現状では
3 万 2 千円ぐらい出しているケースもあり、労務単価以上に支払っているケース
が多いと思う。 
 
○学校では５年６年など工期が長いものについては、将来の単価を想定して見積
らなければならない。インフレスライドなどやっていただいているが１％の免責
があり、公契約条例をきっかけに、労務単価が上がったら変更増でみてもらうな
どしていただけるとありがたい。 
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主な意見
等 
 

○インフレスライドの適用には残工期など条件があるが、２億３億の工事は対象
となってこない。これだけ物の値段が上がることは通常想定されない中で、上が
った分を事業者が負担することになることは制度上不備があると思う。 
 
○工事の労働報酬下限額の設定には地域差があると思う。地域によって仕事量が
違うとか職人に対して払う金額が違うため格差が出て当たり前だが、品川・目黒・
世田谷など単価は変わらないため、90％で横並びになることはある部分仕方がな
いことだと思う。 
 
○元請けは下請けから見積もりが上がってきた段階で、初めて熟練や見習いなど
の労務関係を知ることになる。労働報酬下限額については、どちらかというと１
次２次の下請けに対して指導していかなければならないと思う。 
 
○継続雇用については努力義務として規定されているが、併せて、労働条件が下
がることがないよう対策を考えていかなければならない。 
 

そ の 他 ○次回の審議会では、令和８年度の労働報酬下限額について、会長と事務局がま
とめた答申案を提示し、これについて審議する。 
 

 



令和７年１０月２９日（水）午前９時３０分から 
品川区役所 第二庁舎５階 ２５１会議室 

 
令和７年度 第２回 品川区公契約審議会 

次 第 
 

 
審議会【議事】 
 
 １．第１回公契約審議会の要旨と審議スケジュールの確認について 
 ２．労働報酬下限額の算出基準の概要について 
 ３．令和８年度における労働報酬下限額について 
  ・工事、製造の請負契約に係る労働報酬下限額（案） 
  ・業務委託、指定管理協定に係る労働報酬下限額（案） 
 ４．その他質疑 
 

【配布資料】 
資料１ 第１回公契約審議会議事要旨 
資料２ 審議スケジュール 
資料３  令和８年度労働報酬下限額の算出基準について 

（参考資料） 
参考１ 最低賃金・他区における労働報酬下限額の推移 
参考２ 東京都における公共工事設計労務単価 
参考３ 令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について 
     （国土交通省） 
参考４ 令和７年職員の給与等に関する報告及び勧告の概要 
     （特別区人事委員会） 
参考５  労働報酬下限額等の適用対象について 



資料１







資料２ 

令和７年度品川区公契約審議会 審議スケジュール 
 

令和７年 

８月 
上旬  
中旬  
下旬 8/21 第１回審議会（諮問） 

９月 
上旬 9/3 東京都最低賃金の公示 
中旬  
下旬  

１０月 
上旬 

10/1 東京都最低賃金の適用 
10/14 特別区人事委員会勧告 

中旬  
下旬 10/29 第２回審議会 

１１月 
上旬 11/7 第３回審議会 

中旬  
下旬 答申予定 

１２月 
上旬  
中旬  
下旬 労働報酬下限額の告示（委託・指定管理） 

令和８年 

１月 
上旬  
中旬  
下旬  

２月 
上旬  
中旬 公共工事設計労務単価の決定 
下旬 労働報酬下限額の告示（工事） 

３月 
上旬 3/1 公共工事設計労務単価の適用 
中旬  
下旬  

 



（１）労働報酬下限額の算出基準の勘案事項 （４）業務委託契約・指定管理協定の算出基準（案）

算出基準（案）の考え方

・同一労働同一賃金の考え方を踏まえ、「時給で勤務する会計年度任用職員」として

　対象職種に従事した場合における時給と同等の労働報酬下限額を設定する。

・条例の適用対象となる業務委託契約の職種（施設の総合的な管理業務、受付、清掃、

　警備、用務、給食調理）と比較的近い「技能Ⅲ」の初任給173,200円（行政職給料表

　（二）1-16）が適用される会計年度任用職員であったと仮定して、時給を算定する。

算出基準（案）と令和８年度労働報酬下限額の試算

⑴　行政職給料表（二）1-16の現行給与173,200円に、3類初任給上昇率10％を乗じる。

　　→190,520円（R7妥結見込額）

⑵　⑴の額を時給換算する。190,520＊1.2/162.75（会計年度任用職員の給与に関する条例）

　　→1,404円

（２）令和7年10月時点における状況・データ等 ⑶　⑵の額にR8年度における上昇率見込を乗じる。

　　(ｱ)　2.58%（過去３年の特別区人事委員会勧告　官民較差平均）

・R7年10月最低賃金額　1,226円　（昨年　1,163円から5.42％増） 　　 →1,440円

・R7当初における制度導入区（13区）の労働報酬下限額の平均　　1,367円 　　(ｲ)　5%（3.8*3.8/2.89) R6の官民較差（2.89％）からR7の官民較差（3.8％）の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昨年度　1,235円から10.7％増） 　　　　変動を踏まえた割合 →1,474円

・R7特別区人事委員会勧告の公民較差　3.80％　（昨年度2.89％） 　　(ｳ)　6.76%（10.1*10.1/15.1)3類初任給のR6（15.1％増）からR7（10.1％増）の

　若年層を重点的に引き上げ（1類初任給5.5％増・3類初任給10.1％増） 　　　　変動を踏まえた割合 →1,499円

　　　　　　　　（昨年度　1類初任給12.1％増、3類初任給15.1％増） 　　

　「若年層給与上昇率」は大きく減少している。 技能Ⅱの初任給176,400円（数区で採用実績あり）行政職給料表（二）1-19を

・行政職給料表（二）は、団体交渉の結果確定するため、勧告は行われない。 採用した試算

　例年団体交渉は11月中・下旬まで行われる。 　　(ｴ)  2.58％　→1,467円

・（区職種の）技能Ⅱの適用職種は、電話交換・警備・土木作業等 　　(ｵ)  5%　　  →1,502円

・（区職種の）技能Ⅲの適用職種は、調理・用務・施設維持管理等 　　(ｶ)  6.76％  →1,527円

・技能Ⅱ初任給は行政職給料表（二）1-19で、技能Ⅲ初任給は同表1-16

　過去3年の上昇率は、いずれも３類初任給上昇率と概ね一致（昨年度概ね15％増） （参考）各区労働報酬下限額平均からの試算

（３）工事・製造の請負契約の算出基準（案） ⑴　R7各区労働報酬下限額平均　1,367円

⑵　⑴の額にR8年度における各区労働報酬下限額の上昇率見込を乗じる。

・公共工事設計労務単価の90％の額 　　(ｱ) 10.68％（R6からR7にかけての上昇率と同等）　→　1,513円

・手元、見習いにあっては、「軽作業員」の70％の額 　　(ｲ）7.14％（※）　→　1,465円

令和８年度労働報酬下限額の算出基準について

　区長は、以下の事情を勘案して、労働報酬下限額を算出するための基準
（以下「算出基準」という。）を定める。

　(1) 工事・製造の請負契約
　　公共工事設計労務単価

　(2)業務委託契約・指定管理協定
　　①最低賃金法第９条第１項の地域別最低賃金
　　②職員の給与に関する条例に規定する行政職給料表（二）に
　　　定める額等

※区長は、算出基準を定めようとするときは、品川区公契約審議会の
　意見を聞かなければならない。

※　10.68*10.1/15.1
昨年度上昇率（10.68％）は、昨年度初任給上昇率（3類15.1%)の影響があると見込まれるの
で、3類初任給の変動割合(15.1%→10.1%)を踏まえて算定した割合

資料３





東京都における公共工事設計労務単価 参考２



24863 24865
03-5253-8111 03-5253-8283

参考３













721 7,201

1091 10,227

1,677 16,419

883 7,415

1,250 9,437

1,208 10,796

917 8,139

854 5,712

1,078 8,211

275 2,104

9,954 85,661



次ページからの都道府県別の設計労務単価は省略。















参考４













労働報酬下限額等の適用対象について
（１）対象契約等

①工事、製造の請負契約（18,000万円以上）

②業務委託契約（2,000万円以上）
③指定管理協定
※②③のうち
施設の総合的な管理業務に関する契約
施設の受付業務に関する契約
施設の清掃業務に関する契約
施設の警備業務（機械警備を除く。）に関する契約
学校等の用務業務に関する契約
給食調理業務に関する契約

※受注者が次に掲げる者である場合は適用しない
国または他の地方公共団体
特命随意契約（他に競争相手がない）

（２）対象労働者

①専ら公契約に関する業務に従事する労基法第９条の
労働者
※除かれる労働者の例

施設勤務以外の事務・営業に従事する労働者
②受注者等から業務の一部を請負、受託し、他の者を
使用しないで行うもの（いわゆる「ひとり親方」）

（３）対象契約等の数等について
①工事、製造の請負契約（18,000万円以上）
令和６年度実績：12契約

②業務委託契約（2,000万円以上）
令和８年度想定：82契約

③指定管理協定
令和８年度想定：49協定104施設（全50協定105施設）

（令和8年4月1日以降に締結する公契約）

参考５


